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１．事業概要 

平成２５年１１月の「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（以下「法」という。）の改正において、

広域の避難や救急活動、緊急物資等の輸送等の観点から、市町村が防災上重要な道路を指定することで、

倒壊により道路を閉塞し、緊急車両等の通行の障害となる沿道の建築物に対して耐震診断が義務付けられ

ました。法改正を受け、川崎市では耐震診断を義務化する道路（法第６条第３項第１項）を指定すること

について、川崎市耐震改修促進計画に平成２７年５月に記載しました。 

 
（１） 耐震診断が義務付けられる対象建築物 

法律に基づき、以下の項目全てに該当する建物は耐震診断を行う必要があります。 
① 昭和５６年５月３１日以前の旧耐震基準で建築された建築物  

② 川崎市が耐震診断を義務化する道路として川崎市耐震改修促進計画に指定した道路沿いの建築物

（詳細は、３ページの「耐震診断を義務化する道路の路線図」を御参照ください。） 

③ 一定の高さを超える建築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 上記（１）に該当する建物の所有者の義務 

所有者は、平成３１年３月３１日までに耐震診断の結果を川崎市に報告する必要があります。なお、

診断結果の報告の際には耐震判定委員会（既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会規

約第４条の規定により同委員会に参加している団体に設置された耐震判定委員会。以下「耐震判定委員

会」という。）の判定書が必要となります。 

 耐震診断の結果、耐震性が不足していた場合、耐震改修を行うように努める必要があります。 

 

（３） 耐震診断の結果の公表 

 川崎市は、法第９条に基づき、上記（２）で報告を受けた耐震診断の結果をホームページ等で公表し

ました。なお、耐震診断を行わない建築物については、命令を行い、その旨を公表しました。 

（川崎市ホームページ https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000128920.html） 
 
（４） 支援制度 

所有者の方が円滑に耐震診断等を進めることができるよう耐震診断等に要する費用についての支援制

度を用意しています。（詳細は４ページの「支援制度」を御参照ください。） 

※なお、看板等の工作物については、当事業の対象としていませんが、安全性の確認については、所有者の

方が適切に行っていただきますようお願いします。 
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３．支援制度【耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等助成制度】 

（１） 制度概要 

対象建築物について、耐震診断に要する費用を全額（面積上限があります。）、耐震設計・耐震改修・段

階的改修・除却については要する費用の一部を川崎市で助成します。（消費税は対象外となります。） 
 

（２） 対象となる建築物 

以下の項目全てに該当する建築物が本制度の対象となります。 
①  ２ページの（１）「耐震診断が義務付けられる対象建築物」に該当する建築物 

② 以下のいずれかの建築物 

  （ア）木 造：木造在来工法で地階を除く階数が３以下の建築物 

  （イ）非木造：（ア）以外の建築物（具体的には以下のいずれかの建築物となります。） 

・鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 

・木造のうち、一部鉄骨造等の混構造 

・木造のうち、ツーバイフォー工法・パネル工法等 

③ 耐震改修等に関し、この制度以外の助成金等の交付を受けていない建築物 

④ 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していない建築物（国、地方公共団体、独立行

政法人等が一部所有権等を有する建築物の場合の取扱については、個別にご相談下さい。） 

  

（３） 受付期間 

① 助成制度の利用には１３ページの事前相談が必要となります。事前相談については、原則、申請

予定年度の前年度までに行っていただきますようお願いします。 

② 申請を行った年度の１月末日までに当該事業の完了報告が行えるよう申請をお願いします。 

③ 助成件数は年度毎の予算の範囲内で採択しているため、受付期間等については、その都度お問い

合わせ下さい。 
 
（４） 耐震診断助成内容 

① 木 造：耐震診断に要した費用の１１／１２を助成します。（上限６万円） 
非木造：耐震診断に要した費用の１０／１０を助成します。 

② 助成の対象となる耐震診断に要した費用は下表のとおり限度額があります。ただし、設計図書の復

元、耐震判定委員会の判定に要する費用として２，３５５，０００円を限度として加算することが

できます。 
延べ面積 耐震診断費用の限度額（円） 

１,０００㎡以内の部分 ４，５８０ 円／㎡ 
１,０００㎡を超えて２,０００㎡以内の部分 ２，３５０ 円／㎡ 
２,０００㎡を超える部分 １，５７０ 円／㎡ 

 
③ 耐震診断を行うには以下の要件が必要となります。 

（ア）法第２条第１項に規定する耐震診断であること 
（イ）診断士が建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（以下「施行規則」という。）第５条

第１項に規定する者であること 
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（ウ）当該耐震診断の結果について耐震判定委員会により、適正と評価を受けること 
  

（５） 耐震設計助成内容 

① 木 造：耐震設計に要した費用の１１／１２を助成します。（上限１８万円） 
非木造：耐震設計に要した費用の５／６を助成します。（上限２６３万円） 

② 耐震設計を行うには以下の要件が必要となります。 

（ア）耐震診断の結果、耐震性が不足していること 

（イ）設計者が施行規則第５条第１項に規定する者であること 

（ウ）当該耐震設計の結果について、耐震判定委員会により、適正と評価を受けること 

③ 耐震改修を検討されている場合は、必要に応じて法第１７条第３項の規定に基づく建築物の耐震改

修の計画の認定を受けるようお願いします。 
 

（６） 耐震改修助成内容 

① 木 造：耐震改修に要した費用の４９／６０を助成します。（上限１４７万円） 
非木造：耐震改修に要した費用の１１／１５を助成します。（上限４，４００万円） 

② 助成の対象となる耐震改修に要した費用の限度額 

（ア）一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅については、３９，９００円／㎡。ただし、店舗等の用

途を兼ねるものにおいては、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１未満の

ものに限ります 

（イ）（ア）に掲げる共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が１，０００

㎡以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として３以上のものについては、５１，７００円

／㎡ 
（ウ）（ア）及び（イ）以外の建築物については、５７，０００円／㎡ 

③ 耐震改修を行うには以下の要件が必要となります。 

（ア）耐震診断の結果、耐震性が不足していること 

（イ）施工者が実施する法第２条第２項に規定する耐震改修（敷地の整備を除く。）及び、診断士が

実施する建築士法第２条第８項に基づき行う工事監理であること 

（ウ）耐震判定委員会により、適正と評価を受けている耐震設計に基づく耐震改修又は耐震設計に

ついて法第１７条第３項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けたものであ

って、当該計画に基づく耐震改修であること 

④ 段階的改修（工事を２回に分けて行う耐震改修）を選択することもできます。出来高率に応じてそ

の工事毎に助成を行います。 

（例） 
 
 
 
 
 

第 1 回
目 

第２回目 

令和３年 令和７年 
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      （ア）段階的改修の助成額は、以下により算出します 
 
第１回目の耐震改修に対する助成額 
 
 
 
 
 
（１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２） 
 
 
 
 
 
 
 
（３） 
 
 
 
 
 
 

G 
     円 

＝ 

凡例 
A：第１回目の耐震改修費用（税抜） B：延べ面積 C：３（６）②の㎡限度額 
D：第２回目の耐震改修想定費用（税抜） E：３（６）①の補助率 F：３（６）①の上限額 

B 
     ㎡ 

A 
     円 

× × 

A 
     円 

＋ A 
     円 

C 
     円／㎡ 

 
     円 

D 
     円 

E 
 

H と I を比較して低い額 

× 

J 
    円  

A と G を比較

して低い額 

※１，０００円未満切り捨て 

＝ H 
    円  

F 
     円 

× 

＋ 

A 
     円 

A 
     円 

D 
     円 

＝ I 
    円  

第１回目の耐震改修 
に対する助成額 
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第２回目の耐震改修に対する助成額 
 
 
 
 
 
 
（１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２） 
 
 
 
 
 
（３） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
     円 

L 
     円 

＝ B 
     ㎡ 

× C 
     円／㎡ 

＋ D´ 
     円 

＝ K 
     円 

M 
     円 

と 

凡例 
A：第１回目の耐震改修費用（税抜） B：延べ面積 C：３（６）②の㎡限度額 
D´：第２回目の耐震改修費用（税抜） E：３（６）①の補助率 F：３（６）①の上限額 
J：第１回目の耐震改修に対する助成額 

F 
     円 

を比較して低い額 

 
     円 

E 
 

× 

N 
    円  

K と L を比較

して低い額 

＝ 

 
    円  

第２回目の耐震改修 
に対する助成額 

※１，０００円 
未満切り捨て 

M 
     円 

N 
    円  

― 
J 
     円 

＝ 
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（イ）段階的改修を行うには以下の要件が必要となります 

       【第１回目の耐震改修完了後】 

        次のいずれかに該当するもの。 

・階別の Is 値又は上部構造評点（以下「Is 値等」という。）のうち、最も低い Is 値等を有する

階を含んで、少なくともその階より下階すべてについて、階ごとの Is 値等を地震に対する安

全性に係る基準に適合させるもの。 

・構造上複数棟に分かれている場合は、少なくとも最も低い Is 値等を有する棟を含む１棟又は

複数棟を、地震に対する安全性に係る基準に適合させるもの。 

        

【第２回目の耐震改修完了後】 

       ・地震に対する安全性に係る基準に適合させるもの。 

 
（７） 除却助成内容 

① 木 造：除却に要した費用の４９／６０を助成します。（上限１０８万円） 
非木造：除却に要した費用の１１／１５を助成します。（上限２，２００万円） 

② 助成の対象となる除却に要した費用の限度額 

（ア）一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅については、３９，９００円／㎡。ただし、店舗等の用

途を兼ねるものにおいては、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１未満の

ものに限ります 

（イ）（ア）に掲げる共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が１，０００

㎡以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として３以上のものについては、５１，７００円

／㎡ 
（ウ）（ア）及び（イ）以外の建築物については、５７，０００円／㎡ 

③ 除却を行うには以下の要件が必要となります。 

（ア）耐震診断の結果、耐震性が不足していること 
（イ）１棟をすべて除却すること 

 
（４）耐震診断 （５）耐震設計 （６）耐震改修 （７）除却【共通の注意点】 

 
（１）助成額は１，０００円未満切り捨てです。 

（２）消費税は助成対象外となります。 

（３）「助成金交付申請」以前に事業に着手または契約をした場合は、助成を受けられません。 

（４）令和２年度から「補助金等交付事業に係る市内中小企業者への優先発注に向けた基本方 

針」に基づき、２者以上の市内中小企業者を含めた３者以上から見積書の徴収等を行う 

必要があります。詳細は「補助金等交付事業に係る市内中小企業者への優先発注」の御 

案内を御覧ください。 

（５）助成金を受理するまでの一時的な負担が難しい場合は、市まで御相談ください。 

 

 



9 

４．制度利用のフロー 
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５．事前相談 

 助成制度利用にあたっては、はじめに助成対象としての条件を満足しているかの確認のため、「事前相談」

が必要となります。事前相談については、原則、申請予定年度の前年度までに行っていただきますようお願

いします。 

まずは１４ページの「事前相談票」に必要事項をご記入いただき、添付資料とあわせて相談窓口の防災ま

ちづくり推進課までお持ちください。 

※耐震改修等を実施する前に、必ず助成金交付申請手続きを行ってください。助成金交付決定を受ける前

に、耐震改修等又はその契約を行ったものについては、助成金を交付できませんのでご注意ください。 

※所有している建築物が「耐震診断義務化沿道建築物」に該当するかについては、２ページの①「耐震診断

が義務付けられる対象建築物」の要件をご確認ください。（不明な点は川崎市までご相談ください。） 

 

《事前相談に必要な書類》 

 

 

□事前相談票 

□案内図 

□配置図 

□平面図・立面図・断面図 

□用途地域図 

□現況写真 

□確認済証、概要書(写) 

□検査済証(写) 

 

 

□求積図 

 

□登記簿謄本又は登記事項証明書 

□見積書 

□道水路台帳、認定路線図 

□都市計画道路事業進捗図 

□道路と建築物の高さの関係がわ

かる図書 

□法第１７条の計画の認定書又は

耐震設計に係る耐震判定委員会

等の判定書(写) 

必要事項をご記入ください。 
建築物の所在地を確認します。 
建築物の配置を確認します。 
建築物の形状を確認します。 
用途地域等の都市計画情報を確認します。 
建築物の現況を確認します。 

建築年月日、建築敷地等を確認します。 
検査済証が交付されているかを確認します。 
※確認済証と検査済証が現存しない場合、市の台帳に記録が残って

いれば、市が発行する証明書をもってこれにかえることができま

す。 
建築物の面積を確認します。 

※図面が無い場合は、個別にご相談ください。 
建築物の所有者等を確認します。 
３者の見積書 

道路の幅員等を確認します。 

助成制度の対象路線であるかを確認します。 

道路と建築物高さの関係を確認します。 

 

耐震改修又は段階的改修の事前相談の場合に必要です。 
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参考様式（第４条関係） 

耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業事前相談票 
相

談 相談者 
氏名               電話番号 
住所 

所

有 
所有者 

氏名               電話番号 
住所 

所有形態 □個人 □法人 □共有 □区分所有（□管理組合あり） 

建

築

物

概

要 

建築物名称  
建物所在地 川崎市    区               （地番表記） 

建物住所 〒   － 
川崎市    区               （住居表記） 

確認済証 (新築)    年  月  日 
第     号 

(増築等)    年  月  日 
第     号 

検査済証 (新築)    年  月  日 
第     号 

(増築等)    年  月  日 
第     号 

構造 □木造  □鉄筋コンクリート造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 
□鉄骨造 □その他（            造） 

用途  
道路中心 

からの距離  建築物高さ  

敷地面積 ㎡ 延べ面積 ㎡ 
階数 地上  階 ・ 地下  階 ・ 塔屋  階 

事

業

概

要 

事業区分 □耐震診断 □耐震設計 □耐震改修 □除却 
□段階的改修（１回目） □段階的改修（２回目） 

事業開始 
予定月 年   月 事業完了 

予定月 年   月 

事業費 
             円（税抜き） 
うち、耐震診断分              円 
うち、耐震設計分              円 

予定申請額 
         ，０００円 

うち、耐震診断分          ，０００円 
うち、耐震設計分          ，０００円 

耐震判定 
委員会  

添付資料 

□案内図 □配置図 □平面図 □立面図 □断面図 □用途地域図 □現況写真 
□確認済証（写し） □検査済証（写し） □延べ面積を確認できる書類 
□建築物の登記簿謄本又は登記事項証明書 
□見積書等(３者)の写し（工事監理については、耐震設計と同じ設計事務所の場合は

１者）なお、段階的改修の場合は、第１回目及び第２回目の耐震改修のそれぞれの

費用が分かるものとすること 
□道水路台帳 □認定路線図 □都市計画道路事業進捗図 
□道路と建築物の高さの関係がわかるもの 
 
(耐震改修及び段階的改修の場合)  

□法第17条の規定に基づく計画の認定書の写し又は耐震設計に係る耐震判定委員

会等の判定書の写し 
※用意できない書類がある場合は、御相談下さい。 

 


